
電話再診による処方の中止について 

 

当センターでは、感染拡大防止の観点から、電話再診に 

よる処方を実施しておりましたが、令和 5 年 5 月 8 日から

新型コロナウイルス感染症の取扱いが２類から５類に変更

されることに伴い、令和５年７月３１日（月）

をもって、電話再診による処方を中止させて

いただきます。 
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